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みよし市一般競争入札に関する事務取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、みよし市契約規則(昭和42年三好町規則第１号。以下｢契約規則」という。）に定めるも

ののほか、入札制度の一層の透明性、客観性及び競争性を高めることを目的として、みよし市が行う事後

審査型制限付一般競争入札（以下「一般競争入札」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 工事 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。 

(2) 設計等委託 工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量の委託をいう。 

(3) 賃貸借 物品等に係る賃貸借をいう。 

(4) その他委託 前２号に掲げるもの以外の委託をいう。 

(5) 物品購入等 物品（みよし市物品管理規則（平成16年三好町規則第16号）第２条第１号に定める物品

をいう。以下同じ。）の購入、製造、修繕、改造及び売払い並びに製造の請負及び印刷製本をいう。 

(6) 電子入札 あらかじめ市が指定する期間内に、入札参加者がインターネットなどの情報処理システム

により市へ入札書を送信する入札をいう 

(7) 持参入札 あらかじめ市が指定する日時及び場所において、入札参加者が書面による入札書を提出す

る入札をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要領は、次に掲げるものについて適用する。ただし、みよし市競争入札審査委員会（以下「審

査委員会」という。）が適当でないと認めるものについては、この限りでない。 

(1) 設計金額が200万円を超える工事及び物品購入等のうち製造の請負、物品の修繕及び印刷製本に限る 

(2) 設計金額が100万円を超える設計等委託及びその他委託  

(3) 設計金額が150万円を超える物品購入等(製造の請負、物品の修繕及び印刷製本を除く。） 

(4) 設計金額が80万円を超える賃貸借 

（入札参加資格） 

第４条 一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) みよし市競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

(2) 入札に係る公告（以下「入札公告」という。）の日から落札決定までの間に、みよし市入札参加停止等

措置要領に基づく措置を受けていない者であること。 

(3) 入札公告の日から落札決定までの間に、「みよし市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意

書」に基づく排除措置を受けていないこと。 

(4) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

(5) 地方自治法施行令第167条の４第２項（同令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）の規定

により一般競争入札又は指名競争入札の参加を停止された場合は、その停止の期間を経過していること。 

(6) 入札公告で定める資格要件をすべて満たす者であること。 

(7) その他別に定める必要事項を満たしている者 

２ 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）については、当該共同企業体の構成員の入札参

加資格をもって当該共同企業体の入札参加資格とし、当該構成員の入札参加資格については、前項の規定

を準用する。 
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３ 第１項各号（第２号及び第３号を除く。）に規定する入札参加資格の判定は、入札日（電子入札の場合に

あっては開札日。以下同じ。）現在の状況による。ただし、入札日から落札決定までの期間にいずれかの資

格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を有していない者とみなす。 

４ 入札に参加する者の代表者は、一つの入札に重複して入札に参加することはできない。 

（対象入札参加資格の決定等） 

第５条 前条第１項第６号に規定する入札の参加資格は、入札ごとに定めるものとする。 

２ 入札参加資格は、みよし市競争入札審査委員会において審議し、入札公告の日の前日までに決定するも

のとする。 

（入札公告の掲示等） 

第６条 入札公告は、みよし市役所掲示場に掲示して行うものとし、入札公告の写しは、契約担当課及び市

ホームページにおいて閲覧することができる。また、電子入札を行う入札については、あいち電子調達共

同システム（以下「電子調達システム」という。）において閲覧することができる。 

（入札参加申込み） 

第７条 一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書（様式第１号）を決められた期日ま

でに提出しなければならない。 

（公正な入札の確保） 

第８条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）その他の

法令に抵触する行為を行ってはならない。 

（入札の取りやめ等）  

第９条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をすることにより入札の公正な執行ができないと認められる

ときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができ

るものとする。 

（入札の執行） 

第10条 入札の執行は、公告した日時及び場所で行うものとする。 

２ 入札参加者は、代理人により入札するときは、入札ごとに委任状を提出しなければならない。ただし、

あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。 

３ 入札参加者は、入札時に入札書及び入札公告に示す入札参加に必要な一般競争入札参加資格確認申請書

（様式第２号）を提出しなければならない。 

４ 入札参加者は、入札公告において工事施行に関する事務取扱要領第13条で定める積算内訳書の提出が求

められている建設工事の入札については、入札時に積算内訳書を提出しなければならない。なお、設計金

額が130万円を超え、１億５千万円未満の建設工事については、工事費内訳書（様式第３号）の提出をもっ

て、これに代えることができるものとする。 

５ 入札参加者は、前項で提出した書類の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

６ 開札は、入札終了後直ちに入札の場所で行う。この場合において、最低価格提示者から順に２者以上の

入札参加者の商号又は名称及び入札書記載金額を読み上げるとともに、最低価格提示者から順に資格確認

（第13条に規定する資格の確認をいう。以下同じ。）を行ったうえで後日落札決定をする旨を宣言し、落札

を保留する。ただし、最低価格提示者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて

資格確認を行う順序を決定する。 

７ 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事

務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 
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８ 前各号の規定にかかわらず、電子入札の執行については、みよし市工事等電子入札実施要領又はみよし

市物品等電子入札実施要領に基づき行うものとする。 

（最低価格提示者） 

第11条 前条に規定する最低価格提示者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 予定価格（予定価格から消費税及び地方消費税を差し引いた金額をいう。以下同じ。）の制限の範囲内

の価格で申込みをした者のうち、最低の価格を記載したもの 

(2) 最低制限価格（最低制限価格から消費税及び地方消費税を差し引いた金額をいう。）を設けた場合にあ

っては、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で申込みをした者のうち、最低の

価格を記載したもの 

(3) 低入札調査基準価格（低入札調査基準価格から消費税及び地方消費税を差し引いた金額をいう。以下

同じ。）を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした者のうち、最低の価格

を記載したもの 

(4) 総合評価落札方式で入札を執行した場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした

者のうち、みよし市建設工事総合評価落札方式競争入札実施要領第８条の規定により算出された数値が

最も高いもの 

（入札の無効） 

第12条 契約規則第12条及びみよし市入札者心得書第18条に規定する事項及び次の各号のいずれかに該当す

る入札は、無効とする。 

(1) 一般競争入札参加申込書を提出しない者のした入札 

(2) 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しない者のした入札 

(3) 積算内訳書の提出を求めたにもかかわらず、これを提出しない者のした入札 

（資格の確認） 

第13条 入札参加資格の確認は、入札執行の順に行うものとする。 

２ 入札参加資格の確認は、第10条第６項の規定による最低価格提示者又は同条同項ただし書きの規定によ

る最低価格提示者のうち、くじ引きにより第１順位とされた最低価格提示者に対して行うものとする。確

認の結果、当該最低価格提示者について入札参加資格を有していないと認めた場合は、次順位の者につい

て当該資格の確認を行い、その資格を有する者が確認できるまで行うものとする。 

３ 前項に規定する確認は、原則として入札を執行した日から起算して４日（その日が土曜日、日曜日又は

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下、「休日」という。）の場合はその

翌日）以内に入札書及び入札参加に必要な書類により行うものとする。 

（資格の確認の調査等） 

第14条 前条第２項に規定する確認を行うにあたり、適正を期するため特に必要があると認めたときは、落

札候補者（前条第２項の規定により入札参加資格の確認の対象となる者をいう。以下同じ。）に対して調査

を行うことができる。この場合において、当該落札候補者は、これに応じなければならない。 

２ 前項の場合において、落札候補者が正当な理由がないにもかかわらず、調査に応じないときは、当該落

札候補者を落札者とせず、入札の参加を停止し、又は制限することができる。 

（落札者の決定等） 

第15条 落札者の決定の順序は、入札執行の順序により行うものとする。 

２ 資格確認の結果、落札候補者について入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者と決

定し、落札決定した旨を通知するものとする。 
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３ 前項の規定にかかわらず、低入札調査基準価格を設けた場合において、当該落札候補者が低入札調査基準

価格未満の価格で申込みをした者である場合は、入札参加資格を有していると認めた場合であっても落札

者とせず、みよし市低入札価格調査要領に基づく調査を行い、落札者を決定するものとする。 

４ 前項の場合において、当該落札候補者がみよし市低入札価格調査要領に基づく調査の結果、契約内容に

適合した履行が見込めないと決定した場合は、次順位の落札候補者について前２項の規定を準用する。 

５ 資格確認の結果、落札候補者について入札参加資格を有していないと認めたときは、当該落札候補者に

対し、一般競争入札参加資格確認結果通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

６ 入札参加者に対する通知は、落札者の商号又は名称及び落札金額を通知するものとする。 

７ 前項の通知は、市のホームページに入札結果として掲載する方法により、当該入札参加者に通知できる

ものとする。 

（落札決定の保留） 

第16条 入札に関し不正が行われた疑いがあると認められるときは、落札者の決定を保留することができる

ものとする。 

（入札参加資格要件を有していないと認めた者に対する理由の説明） 

第17条 第15条第５項の規定により一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で入札参加資格要件

を有していないと認められたことに不服がある場合は、当該通知書の通知日から起算して５日（土曜日、

日曜日及び休日を除く。）以内に、当該入札参加資格要件を有していないと認めた理由について、書面によ

り説明を求めることができる。 

２ 前項に規定する説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日から起算して10日（土曜

日、日曜日及び休日を除く。）以内に書面をもって回答するものとする。 

（理由の申立て） 

第18条 前条第２項の規定により説明を受けた者で、その説明に不服がある場合は、当該説明に係る書面を

受けた日から起算して５日（土曜日、日曜日及び休日を除く。）以内に市長に対して、書面によりその理由

の申立てをすることができる。 

２ 市長は、前項の申立てがあったときは、審査委員会で確認等を行った後、受理した日から起算して５日

（土曜日、日曜日及び休日を除く。）以内に書面をもって回答するものとする。 

（異議の申立て） 

第19条 入札に参加した者は、入札後、この要領、設計図書及び契約書案等について、不明を理由として異

議を申し立てることはできない。 

（入札結果等の公表） 

第20条 入札結果等の公表は、落札者の決定後、速やかに閲覧方式により公表するものとする。 

（補則） 

第21条 この要領に定めるもののほか、一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

２ みよし市一般競争入札に関する事務取扱試行要領は、平成25年４月１日をもって廃止する。 

附 則（平成26年４月１日） 

この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月22日） 

（施行期日） 
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１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際現に改正前のみよし市一般競争入札に関する事務取扱要領の規定に基づいて作成さ

れている一般競争入札参加申込書その他の用紙は、改正後のみよし市一般競争入札に関する事務取扱要領の

規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和６年12月27日） 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際現に改正前のみよし市一般競争入札に関する事務取扱要領の規定に基づいて作成さ

れている配置予定技術者調書は、改正後のみよし市一般競争入札に関する事務取扱要領の規定にかかわらず、

当分の間、使用することができる。 

附 則（令和７年５月30日） 

この要領は、令和７年６月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月４日） 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際現に改正前のみよし市一般競争入札に関する事務取扱要領の規定に基づいて作成さ

れている一般競争入札参加申込書その他の様式は、改正後のみよし市一般競争入札に関する事務取扱要領

の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 
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様式第１号（第７条関係） 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 

  年  月  日 

（宛先）みよし市長  

 

                  住   所 

                  商号又は名称 

                 代表者氏名                                       

工   事 

  次の  委 託 業 務  について、入札公告に示された入札参加資格の要件を全て備えて 

      物品購入等 

 

いますので、入札の参加を申し込みます。 

 

記 

 

公 告 日      年  月  日 

入 札 日      年  月  日 

案 件 番 号  第         号 

工 事 名 

委 託 業 務 名 

物 品 名 

 

路 線 等 の 名 称 

業 務 場 所 
 

工 事 場 所 

納 入 場 所 
 

 

連絡先（担当者） 

担当者所属部署  

担 当 者 名  

連絡先電話番号  

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 番 号  

電 子 メ ー ル  
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様式第２号（工事用）（第10条関係） 

 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）みよし市長  

 

                    住   所 

                   商号又は名称 

                   代表者氏名                    

 

 次の工事の入札参加について、指定された書類を添えて入札参加資格審査の申請をします。 

なお、この申請書及び添付した書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

案 件 番 号  第         号 

工 事 名  

路 線 等 の 名 称  

工 事 場 所  

業 種  

地 域 要 件 
市内本店・市内支店（営業所） 

県内本店・県内支店、その他（       ） 

総 合 評 定 値  

 

 ※１ 業種は、入札公告に指定する業種を記載すること。 

  ２ 地域要件は、貴社が該当するものに○を付す。又は、記載すること。 

  ３ 総合評定値は、経営規模等評価結果通知書（本申請日の１年７箇月前の日以後を審査基準日と

するものに限る。）の当該工事に係る工事の種類の総合評定値（Ｐ）の数値を記載すること。 

４ 入札公告に記されていない項目がある場合は、空欄のままでよい。 
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様式第２号（委託業務用・物品購入用）（第10条関係） 

 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

  年  月  日 

 

 （宛先）みよし市長   

 

                  住   所 

                  商号又は名称 

                  代表者氏名                    

     委 託 業 務 

 次の         の入札参加について、指定された書類を添えて入札参加資格審査の申請を 

     物品購入等 

します。 

なお、この申請書及び添付した書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

案 件 番 号  第         号 

委 託 業 務 名 

（物 品 名） 
 

業 務 場 所 

（ 納 入 場 所 ） 
 

地 域 要 件 
市内本店・市内支店（営業所） 

県内本店・県内支店、その他（       ） 

希望する営業種目 

及 び 

取 扱 内 容 

中分類  

小分類  細分類  

 

※１ 希望する営業種目及び取扱内容は、入札公告に指定する内容を記載すること。 

 ２ 地域要件は、貴社が該当するものに○を付す。又は、記載すること。 

３ 入札公告に記されていない項目がある場合は、空欄のままでよい。 
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様式第２号の１（工事用）（第10条関係） 

工事実績調書 

 実績１ 

工 事 名  

工 事 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

工 期  

受注形態等 単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

工 事 概 要 

 

実績２ 

工 事 名  

工 事 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

工 期  

受注形態等 単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

工 事 概 要 

 

 

※１ 入札公告に示す施工実績について記載し、当該工事の施工実績等が確認できるもの（契約書の

写し及び完了検査合格通知書、契約履行証明書、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）竣工時登

録データの写し等）を添付すること。 

 ２ 共同企業体の場合の契約金額は、出資割合による按分した金額を記載すること。 

 ３ 入札公告に記されている必要実績件数が３以上の場合は、この様式を準用すること。 
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様式第２号の１（委託業務用）（第10条関係） 

業務実績調書 

実績１ 

委託業務名  

業 務 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

履 行 期 間  

受注形態等 単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

業 務 概 要 

 

実績２ 

委託業務名  

業 務 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

履 行 期 間  

受注形態等  単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

業 務 概 要 

 

※１ 入札公告に示す業務履行実績について記載すること。なお、入札公告に当該業務の履行実績等が

確認できるものを添付することが記されている場合は、契約書の写し及び完了検査合格通知書、契

約履行証明書等を添付すること。（記載がない場合は、添付不要） 

２ 共同企業体の場合の契約金額は、出資割合による按分した金額を記載すること。 

３ 入札公告に記されている必要実績件数が３以上の場合は、この様式を準用すること。 
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様式第２号の１（物品購入用）（第10条関係） 

物件納入実績調書 

実績１ 

物 品 名  

納 入 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

納 入 日  

受注形態等  単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

物 品 概 要 

 

実績２ 

物 品 名  

納 入 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

納 入 日  

受注形態等  単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

物 品 概 要 

 

※１ 入札公告に示す物件納入実績について記載すること。なお、入札公告に当該物件の納入実績

等が確認できるものを添付することが記されている場合は、契約書の写し及び完了検査合格通

知書、契約履行証明書等を添付すること。（記載がない場合は、添付不要） 

２ 共同企業体の場合の契約金額は、出資割合による按分した金額を記載すること。 

３ 入札公告に記されている必要実績件数が３以上の場合は、この様式を準用すること。 
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様式第２号の２（工事用）（第10条関係） 

配 置 予 定 技 術 者 調 書 

配置予定技術者 

区 分 氏 名 

法令等による資格・免 

許等 

資格・免許の種類 登録番号 取得年月日 

現場代理人     

主任技術者 

(監理技術者) 
    

※１ 入札公告で配置を要件とした技術者のみを記載すること。 

２ 法令等による資格・免許等の取得年月日は西暦で記入すること。 

３ 記載した技術者に係る法令等による免許等の写し及びその技術者の雇用関係を証するもの

（健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の写し）を添付すること。 

 

配置予定技術者の工事経歴 

その１ 

工 事 名  

工 事 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

工 期  

従 事 役 職  現場代理人・主任技術者・監理技術者・その他（     ） 

受注形態等  単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

工 事 概 要 

 

 

※１ 今回入札申請する同業種を優先に工事経歴を記載すること（契約書の写し、完了検査合格通知

書、契約履行証明書、工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）竣工時登録データの写し等の添付

は不要。）。 

２ 共同企業体の場合の契約金額は、出資割合による按分した金額を記載すること。 
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様式第２号の２（委託業務用）（第10条関係） 

配 置 予 定 技 術 者 調 書 

配置予定技術者 

区 分 技術者氏名 
法令等による資格・免許等 

資格・免許の種類 登録番号 取得年月日 

     

     

※１ 入札公告で配置を要件とした技術者のみを記載すること。 

２ 法令等による資格・免許等の取得年月日は西暦で記入すること。 

３ 記載した技術者に係る法令等による免許等の写し及びその技術者の雇用関係を証するもの

（健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の写し）を添付すること。 

 

配置予定技術者の業務経歴 

その１ 

委託業務名  

業 務 場 所  

発注機関名  

契 約 金 額  

履 行 期 間  

従 事 役 職  

受注形態等  単体・共同企業体（ 社、出資割合   ％） 

業 務 概 要 

 

 

※１ 今回入札申請する同種業務を優先に業務経歴を記載すること（契約書の写し、完了検査合格通

知書、契約履行証明書等の添付は不要。）。 

２ 共同企業体の場合の契約金額は、出資割合による按分した金額を記載すること。 
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様式第３号（第10条関係） 

工 事 費 内 訳 書 

 

１ 工事名                

 

２ 工事場所               

 

住所又は所在地                        

 

商号又は名称                         

 

代表者氏名                          

 

工  種 単 位 金額(円) 摘  要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※ 工事費の合計金額と入札金額は、同額とすること。 
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様式第４号（第15条関係） 

 

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 結 果 通 知 書 

 

 第        号 

  年  月  日 

 

               様 

 

                          みよし市長           ㊞ 

 

 一般競争入札参加資格を確認した結果を下記のとおり通知します。 

 

記 

 

入札公告日      年  月  日 

案 件 番 号  第       号 

工 事 名 

委 託 業 務 名 

物 品 名 

  

業 務 場 所 

（ 納 入 場 所 ） 
 

入札参加資格 

確 認 結 果 

入札参加資格を有していない 

その理由 

 

 

※１ この通知を受けた場合、この理由について説明を求めることができます。 

 ２ この説明を求める場合は、この通知の日から５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内にみ

よし市役所契約担当課まで、その旨を記載した書類の持参により提出してください。 

 

 

 


